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千葉市では、市民サービスのさらなる向上を目指し、令和８年１月から市役所や区役所

などの開庁時間を見直すとともに、申請書の記入が不要となる「書かない窓口」を導入し

ますので、お知らせします。 

業務の効率化と市民の利便性向上を両立させるこれらの取り組みにより、限られた人員

体制の中でも、持続可能で質の高い行政サービスの提供を目指します。 

 

１ 趣旨  

近年、市民ニーズが高度化・複雑化する中、限られた人員体制でも持続可能で質の高

いサービスを提供し続けるためには、業務の効率化や適正化を行うとともに、市民目線

に立った窓口業務見直しが必要です。 

このたび、業務の効率化、適正化を図る時間を確保するため市役所本庁舎や区役所な

どの開庁時間を変更するとともに、市民の皆さまの区役所窓口での手続きに伴う負担の

軽減を図るため「書かない窓口」を導入します。 

これらの取り組みを通じて、市民の皆さまへのサービスをより一層向上させてまいり

ます。 

 

２ 見直しの内容 

（１）開庁時間変更 

開庁時間（窓口・電話受付時間）を変更することで、業務改善や企画立案、事務ミ

スの防止などの取り組みに充てる時間を確保し、市民サービスの向上につなげます。

また、窓口に行かずに手続きができるようオンライン手続きなどの周知や普及促進に

取り組みます。 

ア 変更内容 

現行  ８：３０～１７：３０（９時間）  

変更後 ９：００～１７：００（８時間） 

イ 変更時期 

令和８年１月５日（月） 

ウ 対象窓口 

市役所本庁舎、区役所、保健福祉センター、市民センターおよび各出先機関の窓口 

 

＜参考＞これまでのオンライン手続きの拡充 

オンラインでも実施可能な手続きは、令和６年度時点で約７７０種類と直近５年

間で約１．４倍に拡大し、その手続きの全申請件数のうち半数以上はオンラインが

活用されています。 

＜オンライン手続きできる主なサービス＞ 

・住民票の写しの交付申請 

・印鑑登録証明書の交付申請 

・がん集団検診の予約 など 

  

 
 令和７年１０月９日 

業務改革推進課  
区政推進課  
（問い合わせ先は末尾に記載）  

   

 

開庁時間変更および「書かない窓口」を導入します 

～市民サービス向上に向けた窓口業務の見直しに取り組みます～ 
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（２）「書かない窓口」の導入 

「書かない窓口」は、引越しの手続きや、住民票の写し等の証明書を交付請求する

手続きにおいて、これまでは、住所や氏名などの同じ情報を何度も複数の書類に繰り

返し書く必要があり、大きな手間となっていました。また、手続きに不慣れな方やご

高齢の方にとっては記入自体が大きな負担でした。 

「書かない窓口」導入後は、窓口で職員にマイナンバーカードや運転免許証などの

本人確認書類をご提示いただき、職員が申請内容の確認後に、申請書をシステムで作

成するため、申請者は内容を確認して署名するだけで済みます。 

 ア 導入時期 

令和８年１月５日（月） 

イ 対象窓口 

各区役所市民総合窓口課（６カ所） 

各市民センター（１２カ所） 

ウ 対象手続き 

（ア）住民異動関係  

転入、転出、転居、世帯変更、住民異動に付随する手続き（マイナンバーカー

ド、児童手当、子ども医療費助成、国民健康保険、国民年金、住民異動後の住民

票の写し等の証明書取得） 

（イ）証明書の交付手続き（令和８年２月開始予定）  

住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明  

※上記住民異動関係以外で単独で証明書を取得する場合  

 

 

 

住民異動関係手続きの流れ（イメージ）  

問い合わせ先 
【開庁時間に関すること】  

総務局情報経営部業務改革推進課 電話２４５－５０３０  
【書かない窓口に関すること】  
  市民局市民自治推進部区政推進課 電話２４５－５１３２  


